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明
治

二
十
年

前
後

、

麻

生
鯰
田

炭
坑

の
棟
梁

に
関

す

る

一
考
察

東

定

宣

昌

麻
生
鯰
田

炭
坑
の
棟
梁
に
関
し
て
資
料
を
紹
介
し
つ
つ
考
察
を
加
え
て
み
ょ
う
。

棟
梁
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
隅
谷
教
授
に

よ
っ
て
納
屋
制
度
の
前
段
階
と
し
て
措

定
さ
れ
た

「
頭
領
制
」
の
中
心
人
物
で
あ
る
。
資
料
は
『
筑
豊
石
炭
礦

業
史
資
料
目
録

第

一
集
』
麻
生
家
文
書

の
中
に

「
M

21
」

と
分
類
さ
れ
た
資
料
が
あ
る

(
こ
れ
は

主
と
し
て
麻
生
鯰
田

炭
坑
関
係
の
も
の
で
あ
る
)
が
、
そ
の
中
か
ら
抜
葦
し
た
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
資
料
は
断
片
的

で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
充
分
に
鯰
田

炭
坑
の
棟
梁
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は

な
い
。
今
後
納
屋
や
坑
夫
の
資
料
と
突

き
合
せ
る
と
も
う
少
し
明
ら
か
に
な
る
か
と
思
う
。

麻
生
鯰
田

炭
坑
の
概
況
は
と
り
あ
え
ず
、
明
治
二
十
年
四
月
戸
長
役
場
よ
り
の

要
請
で

「
其
筋
」

へ
提
出
さ
れ
た

「
工
業
及
製
造
所
調

明
治
十
九
年
分
」

(明

治
二
十
年

一
月
起
、

「
鯰
田
坑
山
諸
方
照
合
要
件
留
」
)

で
か
え
て
齢
き
た
い
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
創
業
年
月
11
明
治
十
八
年

一
月
三
日
、
資
本
金
"
二
万
三
千
円
、

株
主
人
員
H

一
人
、
役
員
n
八
人
、
職
工
H
百
六
十
二
人
、
雇
人
時
三
十
人
、
蒸

気
数
・⊥
二
個
、
機
関
馬
力
"
四
十
二
馬
力
、
営
業
入
金
11
壱
万
五
千
円
、
営
業
支

出
金
日
壱
万
二
千
三
百
円
と
な
っ
て
い
る
。
な
澄
若
干
補
足
す
る
と
、
麻
生
鯰
田

炭
坑
は
明
治
二
十
二
年
四
月
に
三
菱
に
譲

渡
さ
れ
て
い
る
。
坑
区
は
明
治
十
七
年

十
月
二
十
八
日
現
在
で
福
岡
県
嘉
麻
郡
鯰
田

村
字
池
田
外
七
ヶ
所
三
万

一
千
二
百

十
二
坪
八
合
、
同
山
ノ
谷
他

一
ケ
所

一
万
七
千
六
百
三
十
坪
入
合
、
合
計
四
万
八

千
八
百
四
十
二
坪
六
合
が
、
譲
渡
時

の
明
治
二
十
二
年
五
月

一
日
で
は
嘉
麻
郡
鎗

田
村
佐
与
村
有
井
村
四
十
五
万
六
千
二
百
八
十
五
坪
四
合
五
勺
と
な
り
、
そ
の
間

に
選
定
鉱
区
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
蒸

気
捲
揚
は
明
治
二
十
年
六
月
に
設
置

さ
れ
た
。

な
齢
紹
介
に
あ
た
っ
て
、
①
貼
紙
下
は

(
×
)
と
し
て
右
側
に
、
②
加
筆
さ
れ

た
も
の
は
く
V
に
入
れ
て
、
⑤
抹
消
さ
れ
た
も
の
は
左
側
に

印
を
つ
け
、
右

側
に
訂
正
さ
れ
た
も
の
を
示
し
た
。

(資
料
-
)

「
鯰
田

炭
坑
諸
務
内
則

第

一
章

職
場

〔仕
操
方

鍛
冶
職

大
工
等

(中
略
)

ユ

第

三

条

坑

務

ノ

タ

メ
負

傷

セ

シ
者

ヲ
除

ク
外

病

気

引

入

五

日

二
渉

ル
モ

ノ
ハ
其
翌

日

ヨ
リ

月

給

ノ
日

割

ヲ
以

テ
其

日
数

二
応

シ
之

ヲ
拍

除

ス

ル

モ
ノ

ト

ス

第

四
条

病

気

又

ハ
家

事

ノ

タ

メ
休

業

セ

ン
ト

ス

ル
隣

ハ
其

旨

直

チ

二
書

面

ヲ
以

テ
事

務

所

江

届

出

ヘ

シ
無

届

不
勤

ス

ル
者

ハ
月

給

百

分

ノ
六

ヲ
徴

収

ス

第
五
条

前
条
休
業
三
日
以
上
二
蟻

ル
者

ハ
第
三
条
ノ
例

二
因
リ
月
給
ヲ
拍
除

ス

第
六
条

就
業
時
間
中

ハ
飲
酒

ヲ
許
サ
ス

(中
略
)

第
八
条

通
常
休
暇

ハ
算
用
日
ト
ス

(中
略
)

第
二
章

勘
場
役

(中
略
)

第
十
三
条

第
三
条

ヨ
リ
第
六
条
迄
並

二
八
条

ハ
本
章

ニ
モ
之

ヲ
適
用
ス

第
三
章

火
夫
卿
筒
掛

(中
略
)

第
四
章

巻
掛
リ

(中
略
)

レゐ



第
五
章

棟
梁
役

第
廿
二
条

大
棟
梁

ハ
當

玩

夫
ノ
勤
怠
出
入
ヲ
監
誇

躾

仲
間
ノ
調
和
ヲ
謀

リ
成

ヘ
ク

一
日

一
回

ハ
入

坑

シ
卿

筒

〈

並

二
〉

揚

水

ノ
法

坊

ノ
法

方

く

及

ヒ
V

～

～

坑

内

一
切

ノ

見

ケ
〆

ヲ

ナ

ス

ヘ
シ

第

廿

三

条

平

棟

梁

ハ
大

棟

梁

ノ
職

務

ヲ
補

佐

シ
側

バ
ラ
坑

内

切

羽

場

所

ヲ
指

定

シ
之

ヲ
坑

夫

二
分

配

ス

ヘ

シ

第

廿

四
条

第

十

三

条

ハ
本

章

ニ
モ
之

ヲ
適

用

ス
」

(
明
治

二

十

一
年

一
月

改

「
雑

用

書

類

留

」
)

右

の
資

料

に

日
付

は

な

い
が

、

綴

込

の
状

況

か

ら

明

治

二
十

一
年

末

か

二
十

二

年

始

め

の
も

の

と
思

わ

れ

る

。

こ

れ

に

よ

っ

て
麻

生
鯰
田

炭

坑

に

澄

い

て

は
、

棟

梁

と

し

て
坑

内

一
切

の
見

ケ

〆

を
す

る

大

棟

梁

と

、

大

棟

梁

を

補

佐

し
、

切

羽

を

指

定

す

る
平

棟

梁

が
存

在

し

た

こ

と

が

わ

か

る
。

そ

し

て
第

廿

四

条

の
規

定

は
、

こ

れ

ら

棟

梁

が

澄

そ

ら

く

採

炭

請

負

人

で
は

な
く

、

直

轄

の
棟

梁

で

あ

っ
た

こ
と

を

う

か

が

わ

し

め
る

。

(
資

料

2
)

鯰
田

坑
山
坑
業
中
受
持
人
定

瓜
生

長
右
衛
門

採
堀
石
炭
坑
口
二
テ
受
取
方

お
咀
諸
賃
金
度
方

二
付
受
待
人

ヨ
リ
振
出
切
符

ノ
情
算
方

(
×

露

梁

籏

講

之

.⊥

享

謀

目
人
ク

〆

ナ
C

坑
内
江
昼
夜
ノ
U

シ
坑
内

ヶ
〆

器
械
配
置

二

方

(
区
機

械

方

).卜

当
分
宮
坂
長
三
郎
協
議
之
上
坑
内
事
業
之
指
図
方

白

土

茂
三
郎

採
堀
石
炭
坑

ロ
ニ」
ア
受
取
方

×

山
所
諸
賃
金
渡
方
計
算
之
上
切
符
振
出
方

職
場
諸
入
切
口叩
及
坑
内
外
諸
物
品
取
締
及
貸
方

べ
×

ノ
調

査

ヲ
交

番

ニ
テ

)

ケ

イ

ト

ル
水

量

交

番

二
テ
調

査

方

坑
内
水外

方
仕
役
人
当
時
操
出
セ
方

谷

清

三

採
堀
石
炭
坑
口
ニ
テ
受
取
方

毎
日
採
堀
石
炭
岡
出
及
ケ
イ
ト
ル
焚
之
石
炭
ホ

ヲ
計
算

シ
塊
粉
ヲ
明
瞭

二
調

査

シ
余
欠

ヲ
坑
主

二
報
告
方

ケ
イ
ト
ル
水
量
調
査
諏

類

詳

締
方

宮

坂

長
三
郎

坑
内
江
昼
夜
之
別
ナ
ク
入
坑

シ
坑
内
事
業
之
指
図
方

×

坑
夫
取
締
及
坑
夫
出
入
取
締
方

ケ
イ
ト

ル
水
量
交
番

一=
ア
調
査
方

纂

原

直

七

十
九
年
九
月
廿
五
日
か
退
ス

松
岡

嘉
右
衛
門

十
九
年
十
月
二
日
♂

命
ス
　

小

石

作

平

坑
内
江
昼
夜
之
別
ナ
ク
入
坑

シ
坑
内
事
業

ヲ
ナ
シ
及
取
締

ナ
ス
ヘ
シ

ケ
イ
ト
ル
水
量
交
番

ニ
テ
調
査
方

坑
内
事
業

ハ
惣

テ
宮
坂
長
三
郎
と
協
議

ス
ヘ
シ

小
石
作
平

ハ
十
九
年
十
月
二
日
澄
坑
夫
仕
役
操
出

セ
方

前

田

藤
次
郎

坑
内

へ
昼
夜
之
別
ナ
ク
入
坑

シ
坑
内
盤
割
事
業
及
其
他
事

ノ
見
ケ
〆
ヲ
ス
ヘ
シ

坑
内
事
業

ハ
惣
テ
宮
坂
長
三
郎
と
協
議

ス
ヘ
シ

金

政

茂
十
郎

村
上

甚
右
衛
門

石
炭
岡
出
岡
入
積
入
方

川
所
諸
賃
金
渡
方
計
算
建
土
切
符
振
出
方

×

日

ヲ

、

蝶
ヲ

ナ

シ
及

坑

内

取
扱
フ
石
炭

ハ
毎
日
塊
粉
共
明
瞭

二
計
算
シ
余
久
ヲ
坊
主

二
蔀
告
力

山
所
仕
操
中

ハ
夜
半

ヲ
交
代

ニ
テ
壱
名
ツ
＼
詰
切
山
勘
場
之
補
助

トゐ



(後

略
)

(
明
治

十

九
年

八

月

五

日

「
鯰
田

坑

山

坑

業

中

受

持

人

定

」

)

後

略

と

し

た
部

分

は

右

全

員

に
対

す

る
坑

主

の

一
般

的
注

意

事

項

で

あ

る

の

で

掲

げ

る

の

を
省

略

し

た
。

麻

生

家

の
鯰
田

炭

坑

経

営

期

間

は

比

較

的

短

期

間

で

あ

り

、

管

理

職

の
移

動

が

少

な

い
た

め
、

右

の
資

料

か
ら

資

料

1

の
大

棟

梁

、

平

棟

梁

を

具

体

的

に
措

定

し

て
み

た

い
。

谷

清

三

、

白

土
茂

三

郎

は

岡

(
山

)

勘

場

の
受

持

で
、

金

政

茂

十

郎

、

村

上

甚

右

衛

門

は

川

勘

場

を

受

持

ち

、

即

ち

資

料

1

の
勘

場

役

で

あ

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

瓜

生

長

右

衛

門

は
勘

場

役

で

あ

る

と

と

も

に

、

資

料

1

に

い
う

職

場

の
監

督

者

で

も

あ
り

、

棟

梁

役

の
任

務

を
も

受

持

っ

て

い

る
。

従

っ
て
若

干

疑

問

は

残

る

が

、

瓜

生

長

右

衛

門

は
資

料

1
の
大

棟

梁

で

は

な
か

っ
た

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

む

し

ろ

大

棟

梁

と

し

て

は

宮

坂

長

三
郎

の
任

務

が

も

っ
と

も

よ

く

適

合

し

て

い

る
。

案

原

直

七
、

松

岡

嘉

右

衛

門

、

小

石
作

平

は

平

棟

梁

で

あ

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

前

田

藤

次

郎

は

こ

こ

に

掲

げ

た
以

外

の
資

料

等

か

ら

平

棟

梁

で

は

な

か

っ
た

の

で
は

な

い

か

と
思

わ

れ

る

が

、

保

留

し

て
お

き

た

い
。

右

の

よ

う

に

み

る

と
、

麻

生

輪

田
炭

坑

に

は

一
人

の
大

棟

梁

と
数

名

(
明

治

十

九

年

で

は

二

～

三

人
)

の
平

棟

梁

が
存

在

し

た

よ

う

で

あ

る
。

な

お
右

の
資

料

よ

り

棟

梁

は

職

務

と

し

て
、

坑

内

事

業

、

坑

夫

取

締

の
他

に
、

勘

場

役

と
共

に

ケ
イ
ト
ル
の

水
量

調

査

を
し

て

い
る
。

こ

れ

が
筑

豊

の

一
般

的

状

況

で

あ

っ

た

か
否

か

は

不

明

で

あ

る

が
、

『
石

炭

時

報

』

第

一
巻

一
号

の
麻

生

太

吉

の
回

想

談

と

を
重

ね

合

せ

て
み

る

と

興
味

深

い
も

の

が

あ

る
o

(
資

料

5
)

「

証

嘉

麻

郡
鯰
田

村

字

山

ノ
谷
外

七

ケ
所

借

区

三

万

千

弐

百
拾

弐
坪

八

合

今

般

開

坑

御

出

願

二
相

成

免

許

之

上

開

業

二
御

着

手

之

時

坑

夫

或

ハ
川

船

其

他

坑

業

二
関

シ
御

(昏
ハ
ハ
カ
)

(X
晴

ヲ
)

入
用
之
人
夫

ハ
至
当
之
賃
金
ヲ
以
御
嘩

二
相
成

ロ
。
日
何
時

二
テ
モ
仕
役

郵

シ
右
仕
役
中

ハ
万
事
坑
主
ノ
指
揮

二
騎

ヒ
可
申
尤
今
般
借
区
出
願

二
付
無
謂
苦
情

ヲ
申
立
シ
者

ハ
御
仕
役

二
不
相
成
捧
事
右

一
証
差
入
置
候
処
如
件

鯰
田

村
小
前
惣
代

金

政

茂
十
郎

村
上

甚
右
衛
門

谷

茂
市
郎

宮

坂

茂

八

同

長
三
郎

山

本

兵
次
郎

金

政

嘉
三
郎

明
治
十
七
年
八
月
廿
二
日

沖
田
借
区
主

麻

生

太

吉

殿

福

間

嘉
市
郎

殿

白

土

茂
三
郎

殿

(明
治
二
十
年

一
月
改

(資
料
4
)

「

記

一

坑
夫
四
名

右
之
通
り
差
出

シ
申
候
也

明
治
廿

一
年

手
七
月
三
十

一
日

「
齢
脚
田
坑

山

諸

{疋
約

一証

留

」

)

阿

わ

清
太
郎

今

村

吉
太
郎

久

我

利

八

長
崎
県
北
松
浦
郡

下
寺
村

土

肥

大
九
郎

(蕪

甜
立
岩
村

麻

生

太

吉

殿

」

(
明
治
二
十

一
年

一
月
改

「
雑
用
書
類
留
」
)

棟
梁
が
坑
夫
の
募
集
を
し
て
い
た
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
見
当
ら
な

ト而



い
。
し
か
し
、
開
業
前

の
記
録

で
あ
る
資
料
5
に
ょ
る
と
、
の
ち
に
鯰
田

炭
坑
の

棟
梁
と
な
る
宮
坂
長
三
郎
や
勘
場
役
を
勤

め
る
金
政
茂
十
郎
、
村
上
甚
右
衛
門
等

が
坑
夫
の
斡
旋
を
中
出
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
麻
生
太
吉
外
二
名

よ
り
、
金
政

茂
十
郎
外
六
名
に
、
同
年
八
月
二
十
六
日
付
で

「
川
船
又

ハ
坑
夫
其
他
坑
業
関
係

ノ
人
夫

ハ
至
当
之
賃
金
ヲ
以
雇
入
可
申
候
」
旨
の
証
文
が
指
出
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
資
料
に
み
る
限
り
で
は
、

こ
の
坑
夫
募
集
は
鯰
田

村
か
、
あ
る
い
は
せ

い
ぜ
い
近
隣

の
村
々
を
対
象
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
そ
の
募
集
は
棟
梁

の
職
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
明

治
二
十

一
年
に
は
資
料
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
棟
梁
と
は
別
に
募
集
人
或
は
斡

旋
人
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(資
料

5
)

「

加
籍
願

広
嶋
県
安
芸
国
加
茂
郡
冠
村

松
浦

賀
六
次
男

右
私
兼
雛

響

糊
謡

麗

山
離

仕
鋤
籍
編
成
ノ
際
出
稼
中
二
而

脱
漏
相
成
奉
恐
縮
候
今
般
福
岡
県
嘉
麻
郡
鯰
田

村
千
三
百
七
拾
七
番
地
平
民
宮
坂

長
三
郎
処

へ
同
居
仕
加
籍
相
願
度
此
段
奉
願
砕
也

嘉
麻
郡
鯰
田

村
千
三
百
七
十
七
番
地

平
民

宮

坂

長

三
郎

明
治
廿
年
三
月
廿
六
日

松

浦

才

助
　

立
岩
村
外
四
ケ
村

戸
長

村

田

嘉

納

殿

」

(資
料
6
)

「

加
籍
願

長
崎
県
肥
前
国
東
松
浦
郡
岩
屋
村

平
民

山

本

勘

市

長
男

嘉
永
五
子
年
十

一
月
十
日

山

本

嘉

三
郎

安
政
四
巳
年
十
月
十
日

妻

ッ

ル

明
治
元
辰
年
八
月
十
日

ス

ヱ

明
治
十
丑
年
五
月
六
日

ト

メ

右
私
兼
而
石
炭
堀
稼
ノ
者

二
而
所

々
炭
山

へ
出
稼
仕
戸
籍
編
製
ノ
際
出
稼
中

二
而

脱
漏
相
成
奉
恐
縮
静
今
般
嘉
　
郡
鯰
田

村
千
三
百
六
十
六
番
地
平
民
小
石
作
平
処

へ
同
居
仕
加
籍
相
願
度
此
段
奉
願

峰
也

嘉
麻
郡
鯰
田

村
千
三
百
六
十
六
番
地

平
民

小

石

作

平

明
治
廿
年
三
月
廿
六
日

山

本

嘉
三
郎

立
岩
村
外
四
ケ
村

戸
長

村

田

嘉

納

殿

(明
治
二
十
年

一
月
起

「
鯰
田
坑
山
諸
方
照
合
要
件
留
」
)

(資
料
7
)

「

作
平
納
屋
内

一
円
四
拾
銭

四
円

一
円
五
+
銭

一
円
五
十
銭

一
円
五
十
銭

忠

平

末

吉

源
次
郎

秀

一

力
太
郎

太
右
衛
門

」

(
明
治
二
十

一
年

一
月
改

「
雑
用
書
類
留
」
)

麻
生
鯰
田

炭
坑
に
お
け
る
棟
梁
と
納
屋
頭
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
は
見

あ
た
ら
ず
、
断
片
的
資
料
か
ら
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
資
料
5
、
資
料
6
と
し

て
掲
げ
た

「
加
籍
願
」
は

「
鯰
田
坑
山
諸
方
照
合
要
件
留
」
の
中
に
多
数
綴
り
込

ま
れ
て
い
る
も
の
の
中
か
ら
例
示
的
に
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
裏
紙
が
他
の

記
録
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
全
部
が
備

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ

一一



う

で

あ

る
。

こ

れ

と

類
似

の
も

の
と

し

て
麻

生

太
吉

と

連

名

で

戸
長

役

場

に

提

出

さ

れ

た

「
寄

留

御

届

」

も
綴

り

込

ま

れ

て

い

る
。

し

か

し

後

者

は
坑

夫

で
は

な
か

っ
た

の

で
は

な

い
か

と
思

わ
れ

る
点

が

あ

り

、

検

討

が

必

要

で

あ

る
。

資

料

7

は

半

紙

二

ツ
折

に

墨

書

さ
れ

て

い
る

も

の

で
、

診

そ

ら

く

前
借

金

を
記

し

た

も

の
と

推

測

さ

れ

る

。

こ

こ

で

「
作

平

納

屋
内

」

と
記

さ

れ

て

い
る

こ

と

に
注

意

し

た

い
Q

資

料

5
、

6

、

7

よ
り

、

大

棟

梁

の
宮

坂

長

三

郎

や

平

棟

梁

の
小

石

作

平

は

同

時

に
納

屋

を

経

営

し

て

い

た

よ

う

で

あ

る
o

し

か

し
次

の
よ

う

な
資

料

も

み

る

こ

と

が

で
き

る

の
で

あ

る

o

(
資

料

8
)

弥
三
郎

同
人
内

久

造

同
人
内

徳
右
衛
門

同
人
内

両

七

同
人
内

勘

七

同
人
内

才

介

同
人
内

市

平

同
人
内

嘉
三
郎

同
人
内

市
太
郎

同
入
内

利
三
次

同
人
内

直
右
衛
門

同
人
内

半
右
衛
門

同
人
内

武
次
郎

同
人
内

新
次
郎

同
入
内

忠

松

同
入
内

＼
永
四

郎

.同

人

内

・平

右

衛

門

同

入

内

善

六

.同

人
内

弥

介

同
入
内

庄

作

同
人
内

平
四
郎

同
人
内

忠

吉

同
人
内

助
九
良

同
入
内

磯

吉

同
人
内

仲
武
次
郎

同
人
内

熊

造

同
人
内

惣
右
衛
門

同
人
内

忠
五
郎

同
人
内

藤

七

同
人
内

松
次
郎

同
人
内

貞
五
郎

同
人
内

弥

吉

治
七
郎

太
右
衛
門

三
太
郎

源
四
郎

藤
右
衛
門

与
四
郎

友

十

勝
三
郎

同
人
内

源

七

同
人
内

杉

松

同
人
内

和
四
郎

駅
柄

ロ
介

同
人
内

(黙
竹

田

豊

倉

松

東

山

清

造

後
松

尾

次

治

一
郎

清
三
郎

竹
次
郎

松
次
郎

谷

口

太

勝
四
郎

与

一
郎

吉
次
郎

弥
右
衛
門

次

六内

甚

七

房

吉

(彫
吉

納
屋

惣

七

仲
次
郎

仁

市

嘉
右
衛
門

六
納
屋

貞

吉

猪
之
吉

浅

吉

国

造

郎

納
屋

勘
兵
衛

口
右
衛
門

宅

平

市

六

久

三

又
四
郎

太

七

八
太
郎

後善
四
郎

末

吉

政
太
郎

茂

平

正

一

市
太
郎

徳
次
郎

於

霧

畑

中

久
右
衛
門

新

造

藤
三
郎

光
次
郎

於

鶴

弥
五
郎

百
太
郎

藤
四
郎

文

造

卯

平

勘
太
郎

長

七

作

造

小

原

幾
太
郎

忠
次
郎

辰
次
郎

敬
太
郎

利
三
次

宣

平

竹

吉

九

平

又
四
郎

市
三
郎

口

七

新
之
介

芳
太
郎

一
月
十
七
日
改

合
計

百
六
拾
弐
名

宮

坂

長
三
郎

野
見
山

米

吉

様

(明
治
二
十

一
年

一
月
改

「
雑
用
書
類
留
」
)

資
料
8
は
綴
り
込
み
の
状
況
か
ら
明
治
二
十
二
年
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

資
料
が
宛

て
ら
れ
て
い
る
野
見
山
米
吉
は
麻
生
太
吉
の
妹
婿

で
、
麻
生
太
吉
が
事

卜田



務

一
切
を

一
任
し
て
い
た
人
で
あ
る
。
書

き
上
け
ら
れ
て
い
る
人
名
百
六
十
二
名

(実
際
は
百
五
十
二
名
)
は
麻
生
総
田
炭
坑
の
全
坑
夫
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
資
料
に
よ
る
と
竹
田
豊
吉
納
屋
、
松
尾
次
六
納
屋
、
谷
口
太
郎
納

屋
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
名
前
後
の
坑
夫
が
所
属
し
て
い
る
が
、
竹
田
豊
吉
、

松
尾
次
六
、
谷

口
太
郎
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
、
他
の
資
料
に
は
全
く

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

従

っ
て
資
料
5
、
6
、
7
、
8
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
各
棟
梁
は
納
屋
を
経
営
し
て

い
た
が
、
そ
の
経
営
に
お
い
て
は
、
棟
梁

の
責
任

で
納
屋
を
管
理
す
る
納
屋
頭
を

任
命
し
て
い
た
と
。

(資
料
9
)

「

記

鯰
田

炭
坑
〈
坑
業
中
〉
勘
場
頭
梁
給
料
左

之
通
相
定
メ
貴
殿
衆
雇
入
候
条
雇
役
中

ハ
拙
者
之
指
揮

二
随

ヒ
御
勉
強
可
被
成
候
若
万

一
指
揮

二
相
背
キ
又

ハ
不
行
届

く
有
之
再
度
教
諭
ヲ
加
ル
ト
虫

モ
尚
不
行
届
V
ア
ル

敦
若
不
正
ノ
所
為
ア
ル
ト

見
認
タ
ル
時

ハ
解
雇
致
候
為
後
日

一
証
相
渡
置
候
事

　

山
所

}
切
之
勘
場
給
料

ハ
若
松
港

ニ
テ
売
捌
石
炭
壱
万
斤

二
付
金
拾
銭
ト
相

定
メ
雇
役
人
員

二
割
合
支
給
候
事
尤
時
宜

二
依
リ
給
料
額
ヲ
改
正
ス
ル
コ
ア
ル
ヘ

シ一

頭
梁
給
料
右
同
断

}

積
入
場

房

之
勘
場
囎

右
同
断

勘
場
頭
梁
貴
殿
く
衆
》
外

ハ
拙
者
適
宜

二
雇
入
給
料

ハ
前
三
項
之
定
額
給
料

一之
内

ヨ
リ
割
合
ヲ
以
支
給

ス
ル
事

坑
主

麻

生

太

吉
　

明
治
十
九
年
五
月
十
五
日

金

政

茂
十
郎

殿

宮

坂

長
三
郎

殿

瓜
生

長
右
衛
門

殿

谷

清
三
郎

殿

村
上

甚
右
衛
門

殿

(明
治
二
十
年

一
月
改

「
鯰
田
坑
山
諸
定
約
証
留
」
)

棟
梁

の
賃
金
は
右
に
み
る
よ
う
に
、
勘
場
役
と
同
じ
く
業
績
賃
金
で
あ
る
が
、
出

炭
高
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
販
売
高
に
応
じ
て
支
払
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
実
際
に
は
ど
の
程
度
の
収
入
を
得
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
二
十

一
年
の
場
合
、
全
販
売
高
が
三
千
二
百
二
十
六

万
五
千
五
百
斤
で
、
宮
坂
長
三
郎
は
こ
れ
に
対
す
る
五
掛
、
即
ち
百
六
十

一
円
三

二
七
五
、
小
石
作
平
は
二
五
掛
で
八
十
円
六
六
三
七
で
あ
っ
た
。
案
原
直
七
は
途

中
で
退
職
し
た
の
か
三
百
五
万
八
六
五
十
斤
に
対
す
る
二
五
掛

で
七
円
六
四
六
六

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
を
月
収
入
に
す
る
と
宮
坂
長
三
郎
は
十
三
円
四
十
銭
強
、

小
石
作
平
は
六
円
七
十
二
銭
強
と
な
る
。

こ
れ
は

「
明
治
二
十

一
年

一
月
改

雑

用
書
類
留
」
に
綴
り
込
ま
れ
て
い
る
表
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
実
態
を
よ
り
正
確
、

詳
細
に
み
る
た
め
に
は

『
筑
豊
石
炭
礦
業
史
資
料
目
録
』
第

一
集

の
麻
生
家
文
書

の
中

で

「
す
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る

「
鯰
田
坑
名
寄
帳
」
の
分
析
に
ま
た
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
。

棟
梁
の
収
入
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
納
屋
経
営
か
ら
の
収
入
が
あ
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
が
明
ら
か
で
な
い
。

資
料
の
紹
介
に
あ
た
っ
て
御
厚
意
を
受
け
た
麻
生
家
と
麻
生
病
院
事
務
長
深
町
純
亮
氏
に

厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
。


